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今
回
送
付
す
る
納
税
通
知
書（
仮
算
定
）は
、

前
年
度
か
ら
引
き
続
き
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
世
帯
を
対
象
に
、前
年
度
の
国
民

健
康
保
険
税
の
年
額
の
10
分
の
2
を
暫
定
的

に
お
支
払
い
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

 

7
月
中
旬
に
は
、前
年
中
の
所
得
や
今
年

度
の
固
定
資
産
税
、加
入
者
数
を
も
と
に
算

定
し
た
年
税
額
か
ら
、今
回
送
付
す
る
仮
算

定
税
額
を
差
し
引
い
た
納
税
通
知
書（
本
算

定
）を
送
付
し
ま
す
。

　

平
成
31
年
4
月
1
日
以
降
に
新
規
加
入
さ

れ
た
世
帯
の
納
税
通
知
書
も
7
月
に
送
付
し

ま
す
。

　

口
座
振
替
は
一
度
の
手
続
き
で
済
み
、金

融
機
関
等
に
納
め
に
行
く
必
要
が
な
く
、仕

事
な
ど
で
忙
し
い
方
に
大
変
便
利
で
す
。

　

市
役
所
の
窓
口
で
の
手
続
き
で
は
、キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、そ
の
場
で
申
し
込
み

が
完
了
し
ま
す（
一
部
利
用
で
き
な
い
金
融

機
関
、キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
）。

問
合　

保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
Ｇ

　
　
　

☎
24
-1
1
1
3

　

平
成
31
年
度
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
の

発
送
日
は
、5
月
7
日
㈫
で
す
。

　

一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
身
体
障
が
い
が

あ
る
方
な
ど
は
、減
免
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　

税
率
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
、納
税
通
知
書
等
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合　

税
務
課
市
民
税
Ｇ　

☎
55
-9
2
6
3

　

事
業
者
が
所
得
税
の
源
泉
徴
収
義
務
者
で

あ
る
場
合
、地
方
税
法
お
よ
び
各
市
町
村
の

条
例
の
規
定
に
よ
り
、特
別
徴
収
義
務
者
と

し
て
従
業
員
の
毎
月
の
給
与
か
ら
個
人
市・県

民
税
を
特
別
徴
収
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、法
令
等
の
規
定
に
基
づ
い
て
、原

則
と
し
て
特
別
徴
収
義
務
者
に
指
定
し
、特

別
徴
収
税
額
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

事
業
主
の
方
々
の
よ
り
一
層
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

特
別
徴
収
の
対
象
に
な
る
方

　

前
年
中
に
給
与
の
支
払
い
を
受
け
、か
つ
当

年
の
4
月
1
日
に
給
与
の
支
払
い
を
受
け
て

い
る
す
べ
て
の
従
業
員（
パ
ー
ト・ア
ル
バ
イ
ト

も
含
む
）

特
別
徴
収
の
対
象
に
な
ら
な
い
方

･
退
職
者（
退
職
予
定
者
を
含
む
）

･
2
つ
以
上
の
事
業
所
か
ら
給
与
の
支
払
い

　

を
受
け
、他
の
事
業
所
で
特
別
徴
収
が
行

　

わ
れ
て
い
る
方

･
毎
月
の
給
与
支
給
額
が
少
な
く
、個
人
市

　

県
民
税
を
特
別
徴
収
し
き
れ
な
い
方

･
給
与
が
毎
月
支
給
さ
れ
て
い
な
い（
不
定
期

　

な
）方

問
合  

税
務
課
市
民
税
Ｇ　

☎
55
-9
2
6
3

対
象　

市
内
在
住
で
、被
爆
者
健
康
手
帳
の

　

交
付
を
受
け
て
い
る
方

手
当
の
支
給
額　

月
額
2
0
0
0
円

申
請
方
法　

被
爆
者
健
康
手
帳
と
申
請
者
の

　

印
鑑
を
持
参
し
て
、総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ

　

ー
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
す
で
に
支
給
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
、手

　

続
き
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
合　

保
健
セ
ン
タ
ー　

☎
23
-1
5
5
1

市政のひろば　主な内容  

尾張津島天王祭　桟敷・観覧舟の申し込みを開始します

国民年金の手続きについて

ご存知ですか？福祉医療費助成制度

耐震診断・耐震改修費補助制度のご案内･･･････････15
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･･2,3
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行   政
＆

暮らしの情報

（各担当課のGはグループの略です）
ファックス ホームページ Eメール電   話

個
人
市
・
県
民
税（
個
人
住
民
税
）の

特
別
徴
収
推
進
に
つ
い
て

津
島
市
原
子
爆
弾
被
爆
者
手
当
の

支
給
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

平
成
31
年
度
国
民
健
康
保
険
税
納
税

通
知
書（
第
1･

2
期
）を
5
月
中
旬
に

送
付
し
ま
す

軽
自
動
車
税
に
つ
い
て

保
険
税
納
付
は
口
座
振
替
で

納
付
期
限　

第
1
期　

5
月
31
日
㈮

　
　
　
　
　

第
2
期　

7
月
1
日
㈪
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取
組
の
重
点

･
子
ど
も
と
高
齢
者
の
安
全
な
通
行
の
確
保

　

と
高
齢
運
転
者
の
交
通
事
故
防
止

･
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進

･
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル

　

ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着
用
の
徹
底

･
飲
酒
運
転
の
根
絶

　

新
入
学
児
童
の
い
る
ご
家
庭
で
は
、家
族
が

手
本
と
な
っ
て
通
学
路
を
一
緒
に
歩
き
、安
全

な
歩
き
方
や
横
断
の
仕
方
、信
号
の
意
味
、自

転
車
の
正
し
い
乗
り
方
な
ど
基
本
的
な
交
通

ル
ー
ル
を
子
ど
も
た
ち
に
身
に
つ
け
さ
せ
て

あ
げ
て
く
だ
さ
い
。

　

ド
ラ
イ
バ
ー
は
子
ど
も
や
高
齢
者
に
特
に

気
を
配
り
、減
速・徐
行
し
、後
部
座
席
も
含
め

シ
ー
ト
ベ
ル
ト・チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
を
着
用

し
て
、思
い
や
り
の
あ
る
運
転
に
努
め
ま
し
ょ

う
。

問
合　

市
民
協
働
課
交
通
防
犯
Ｇ

　
　
　

☎
55
-9
2
9
8

い
つ
も
の
む　

い
つ
も
の
水
に　

日
々
感
謝

　　

水
道
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
市
役
所
1

階
、神
守
支
所
、神
島
田
連
絡
所
で
行
い
ま
す
。

皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合　

上
下
水
道
部
管
理
課
管
理
Ｇ

　
　
　

☎
55
-9
7
2
8

犯
罪
に
あ
わ
な
い　

犯
罪
を
起
こ
さ
せ
な
い

犯
罪
を
見
逃
さ
な
い

住
宅
を
対
象
と
し
た
侵
入
盗
の
防
止

･
短
時
間
の
外
出・在
宅
中・就
寝
中
を
問
わ

　

ず
、窓
や
ド
ア
の
カ
ギ
か
け
を
し
ま
し
ょ
う
。

自
動
車
盗
の
防
止

･
セ
ン
サ
ー
ラ
イ
ト
や
、防
犯
カ
メ
ラ
等
の
防

　

犯
設
備
を
活
用
し
ま
し
ょ
う
。

･
車
両
に
は
、ハ
ン
ド
ル
固
定
装
置
、ナ
ン
バ

　

ー
プ
レ
ー
ト
盗
難
防
止
ネ
ジ
、タ
イ
ヤ
ロ
ッ

　

ク
等
の
複
数
の
盗
難
防
止
装
置
を
取
り
付

　

け
る
と
効
果
的
で
す
。

特
殊
詐
欺
の
被
害
防
止

･
電
話
に
よ
る
お
金
の
要
求
に
対
し
て
は
、

　
「
す
ぐ
に
振
り
込
ま
な
い
」「
ひ
と
り
で
振
り

　

込
ま
な
い
」「
呼
び
出
し
に
応
じ
な
い
」「
知

　

ら
な
い
人
に
手
渡
さ
な
い
」「
郵
送
等
を
し

　

な
い
」を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

･
身
に
覚
え
の
な
い
有
料
サ
イ
ト
の
利
用
料

　

等
を
請
求
す
る
メ
ー
ル
や「
消
費
料
金
に

　

関
す
る
訴
訟
最
終
告
知
の
お
知
ら
せ
」等

　

と
題
す
る
ハ
ガ
キ
に
記
載
さ
れ
た
連
絡
先

　

に
は
、絶
対
に
電
話
を
し
な
い
よ
う
に
し
ま

　

し
ょ
う
。

子
ど
も
と
女
性
の
犯
罪
被
害
防
止

･
人
通
り
が
多
い
、明
る
い
道
を
通
り
、防
犯

　

ブ
ザ
ー
や
笛（
ホ
イ
ッ
ス
ル
）を
携
帯
し
、い

　

つ
で
も
使
え
る
状
態
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
合　

市
民
協
働
課
交
通
防
犯
Ｇ

　
　
　

☎
55
-9
2
9
8

春
の
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
県
民
運
動

5
月
11
日
㈯
〜
20
日
㈪

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

5
月
11
日
㈯
〜
20
日
㈪

第
61
回
水
道
週
間

6
月
1
日
㈯
〜
7
日
㈮

町内会とは
　町内会は、住みよい地域づくりや、地域のさまざま
な課題を解決するため、環境美化活動、防災・防犯な
どの活動を行っています。
　阪神・淡路大震災、東日本大震災からも、地域社会の
力、助け合い支え合う人間関係の大切さを学びました。
　こうした人間関係を日ごろから自分の周りにたくさ
ん持っていることが、いざというとき大きな力になり
ます。困ったときに頼りになるのは、ご近所であり、町
内会です。
　ぜひ町内会・自治会に加入して、「安全で安心な住
みよいまちづくり」にご協力ください。

情報の伝達
　身近な町内情報や、市からのお知らせ等を「回覧
板」などでお知らせします。
住民同士の交流
　町内での親睦を深めるために、住民同士が交流で
きる行事を開催しています。
防犯活動
　防犯灯の設置および維持管理をして、町内の安心・
安全に努めています。
環境の整備
　清潔で快適なまちをつくるため、ごみステーション
の管理、道路や公園の清掃をしています。

Ｑ.町内会に加入するメリットはなんですか？
Ａ.地域で作成する情報誌やチラシなどが回覧される
　ほか、日常生活上の環境整備に係る要望等を町内
　会で取りまとめ、市に要望します。
Ｑ.町内会は市の関係団体ですか？
Ａ.町内会は市から文書の配付や、事業等への協力を
　依頼されることはありますが、地域住民が自主的に
　結成し、運営している団体です。
Ｑ.町内会の役員に市から報酬は支払っていますか？
Ａ.昭和61年から、嘱託員および衛生委員個人への報
　酬は廃止となりました。平成26年度から、「町内会代
　表者」へと名称変更をし、町内会の運営および業務
　に対して助成金を交付しています。
Ｑ.個人情報は町内会でどう取り扱っていますか？
Ａ.平成29年5月に個人情報保護法が改正され、全て
　の事業者が保有する個人情報が適用対象となり、
　町内会もこれに含まれます。町内会が活動していく
　上で会員の情報を持つことは不可欠となるため、
　適正な管理に努めています。

問合　市民協働課地域コミュニティＧ　☎55-9298

町内会ではこんな活動をしています

よくある町内会に関する質問について
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6
月
1
日
は
人
権
擁
護
委
員
の
日
で
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
、私
た
ち
の
身
近
な
相

談
パ
ー
ト
ナ
ー
で
す
。子
ど
も
の
こ
と
や
家
庭

で
の
悩
み
ご
と
、い
じ
め
や
体
罰
、プ
ラ
イ
バ

シ
ー
の
侵
害
を
さ
れ
た
な
ど
の
相
談
に
応
じ

ま
す
。

　

相
談
は
無
料・秘
密
厳
守
で
す
。お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。電
話
で
の
ご
相
談
は
左
記

へ
お
願
い
し
ま
す
。

日
時　

5
月
31
日
㈮

　
　

   

午
前
10
時
〜
正
午
、午
後
1
時
〜
3
時

場
所　

市
役
所
1
階
相
談
室
2・3

相
談
員　

人
権
擁
護
委
員

問
合　

人
権
推
進
課
人
権
同
和・男
女
参
画
Ｇ

　
　
　

☎
55
-9
3
6
4

　

職
場
で
の
悩
み
ご
と
、困
り
ご
と
、労
働
に

関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
の
相
談
が
で
き
ま
す
。

相
談
は
無
料
、相
談
し
た
内
容
の
秘
密
は
固

く
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
一
人
で
悩
ま
ず
、お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
時
間　

平
日
の
午
前
9
時
〜
午
後
5
時

　

30
分（
祝
日
、年
末
年
始
は
除
く
）

場
所　

海
部
県
民
セ
ン
タ
ー
産
業
労
働
課

　
（
海
部
総
合
庁
舎
1
階
）

相
談
内
容　

解
雇
、賃
金
、退
職
金
、労
働
時

　

間
、年
次
有
給
休
暇
、人
間
関
係
な
ど

問
合　

労
働
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
　
　

☎
24
-6
1
0
4

　

総
務
省
は
、令
和
元
年
6
月
か
ら
翌
年
3

月
ま
で
の
期
間
で
、経
済
セ
ン
サ
ス
-基
礎
調

査
を
実
施
し
ま
す
。こ
の
調
査
は
、わ
が
国
の

す
べ
て
の
事
業
所
の
活
動
状
態
等
の
基
本
的

構
造
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、事
業
所・

企
業
を
対
象
と
す
る
各
種
統
計
調
査
の
母
集

団
情
報
を
整
備
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
国

の
も
っ
と
も
基
本
的
な
統
計
調
査
の
一
つ
で

す
。

調
査
対
象

　

全
国
す
べ
て
の
事
業
所

調
査
方
法

　

津
島
市
で
は
、令
和
元
年
6
月
か
ら
翌
年

1
月
ま
で
の
期
間
に
調
査
員
が
調
査
対
象
地

域
を
巡
回
し
、事
業
所
の
外
観
等
に
よ
り
事

業
所
の
活
動
状
態
な
ど
を
確
認
し
ま
す
。ま

た
、新
た
に
把
握
し
た
事
業
所
に
は
、調
査
票

を
お
配
り
し
ま
す
。

　

皆
様
の
調
査
へ
の
ご
理
解・ご
協
力
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、回
答
内
容
は
、統
計
法
に
よ
り
秘
密

が
厳
守
さ
れ
ま
す
。

問
合　

企
画
政
策
課
行
政
経
営
Ｇ

　
　
　

☎
55
-9
4
6
5

　

総
務
省・経
済
産
業
省
は
、令
和
元
年
6
月

1
日
現
在
で
、「
2
0
1
9
年
工
業
統
計
調
査
」

を
実
施
し
ま
す
。こ
の
調
査
は
、わ
が
国
の
工

業
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
政
府
の
重
要
な
調
査
で
す
。

調
査
対
象

　

全
国
の
製
造
事
業
所

　
（
国
に
属
す
る
事
業
所
お
よ
び
従
業
者
3

 

人
以
下
の
事
業
所
を
除
く
）

調
査
方
法

 

5
月
中
に
調
査
員
が
事
業
所
に
伺
い
、調

　

査
票
を
お
配
り
し
ま
す
。

※
一
部
の
事
業
所
は
、総
務
省・経
済
産
業
省

　

か
ら
直
接
調
査
票
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

回
答
方
法（
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
）

①
調
査
員
に
直
接
調
査
票
を
提
出
す
る

②
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
回
答
は
、24
時
間
対

　

応
可
能
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
た
め
、ぜ

　

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、回
答
内
容
は
、統
計
法
に
よ
り
秘
密

　

が
厳
守
さ
れ
ま
す
。

問
合　

企
画
政
策
課
行
政
経
営
Ｇ

　
　
　

☎
55
-9
4
6
5

　

日
本
赤
十
字
社
は
、災
害
救
護
や
海
外
へ
の

援
助
、赤
十
字
奉
仕
団
の
育
成
な
ど
幅
広
い

活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
度
は
、4
6
4
万
5
2
8
0
円
の
ご

協
力
を
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

　

毎
年
5
月
は「
赤
十
字
会
員
増
強
運
動
月

間
」で
す
。今
年
も
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

問
合　

福
祉
課
福
祉
Ｇ　

☎
24
-1
1
1
5

　

心
に
病
の
あ
る
方
、生
き
づ
ら
さ
を
感
じ
て

い
る
方
々
が
共
に
語
り
合
い
、社
会
参
加
へ
の

足
掛
か
り
を
め
ざ
し
た
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
で

す
。

日
時　

毎
月
第
2
土
曜
日

　
　
　

午
後
1
時
30
分
〜
3
時
30
分

場
所　

東
小
学
校
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

　
　
　
（
東
柳
原
町
3
-62
-2
）

対
象　

心
に
病
の
あ
る
方
、生
き
づ
ら
さ
を
感

　

じ
て
い
る
方
お
よ
び
そ
の
家
族
等

参
加
費　

1
0
0
円

申
込　

不
要

主
催　

精
神
保
健
福
祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル

　

ー
プ
風
車
の
会

問
合　

福
祉
課
福
祉
Ｇ 

☎
24
-1
1
1
5

　
　
　

風
車
の
会　

村
岡（
代
表
）

　
　
　
☎
0
9
0
-2
6
8
9
-4
1
3
8

　
　
　
（
平
日
午
前
10
時
〜
午
後
5
時
）

経
済
セ
ン
サ
ス-

基
礎
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

「
2
0
1
9
年
工
業
統
計
調
査
」に

ご
協
力
く
だ
さ
い

あ
な
た
が
支
え
る
赤
十
字
運
動

心
の
居
場
所「
は
っ
ぴ
ー
る
ー
む･

つ
し
ま
」

「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」特
設
人
権
相
談

労
働
相
談
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